
随意契約理由書

担 当 部 署
（ 問 合 せ 先 ）

建設局道路管理課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話番号　595-6387　）

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

件 名

根 拠 法 令

契 約 の 相 手 方

随 意 契 約 の 理 由

　 当課では、車両制限令に基づく特殊車両の通行許可及び積載物超過車両の取締り業務を行っている。行政（道路管理
者）には告発の権限はあるが、検挙等の権限がないため、協定を締結し兵庫県警と合同で取締りを実施している。また、こ
の協定に基づき兵庫県警は単独で取締りや事故対応等を行う場合には無償では当該機器を使用することができる。当該
機器は、積載物重量超過車両の取締り業務時に車両重量の測定に使用する機器であり、製造会社自らが開発した独自
の特殊技術に基づいて製造されており、個別の部品も製造会社独自の仕様となっていることから、汎用品とは根本的に異
なったものとなっている。そのため、汎用品を取り扱う会社では技術レベルの面から取り扱いできない。
　 また、当該機器は、警察庁から可搬型電子式車両重量測定装置の採用承認を得ているが、他社製の機器は警察庁の
交通取締用機器として承認を有してない。
当該機器を販売する代理店等も有しないことから、購入するには上記会社以外にはないため随意契約を締結する。

マットスケール購入

日本ダイナマット株式会社


